
制度改正等の課題解決環境整備事業 
 

 

 

 

 

 

 2024 年 1 月から全ての事業者が義務化対象になる「電子取引のデータ保存」を中心に、改正

電子帳簿保存法の概要や具体的な対応についてわかりやすく解説致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

※申込書にご記入いただいた情報は、当商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用します。  

会社名  業 種  

参加者名(1)                    参加者名(2)                   

所在地  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

 

電子帳簿保存法対策講座 参加申込書  高砂商工会議所 中小企業振興部指導課 行 
FAX: ０７９－４４２－０３６９ 

 

《日 時》令和５年１０月２４日（火） 
１４：００～１６：００ 

 
《会 場》高砂商工会議所 ２階 大会議室 

 

《定 員》 30名（先着順） 

 

《受講料》無料（会員・非会員問わず） 

 

《申込方法》 

 

■下記申込書に必要事項をご記入の上、 

ＦＡＸでお申込み下さい。 

 
 

《問合せ先》  

高砂商工会議所 中小企業振興部 指導課 

ＴＥＬ：０７９－４４３－０５００ 

ＦＡＸ：０７９－４４２－０３６９ 
 

《研修内容》 
 

・電子帳簿保存法の概要について 

 

 

・電子帳簿・電子書類の保存について 

 

 

・スキャナ書類の保存について 

 

 

・電子取引の保存について 

 
 

 

《講師紹介》 
コンサルタントブレーン株式会社 登録講師 

公認会計士 

大倉 宏治 氏 

株式会社ＧＬＯＣＡＬ 代表取締役 

監査法人にて法定監査など公認会計士業 

務に従事した後、日系企業の海外展開や 

中小企業の経営支援に取り組む。中長期計画や新規事業

計画の策定から製造業の原価計算やサービス業の人事管

理制度など、支援内容は多岐にわたる。 

講演、研修、セミナーにも積極的に取り組み、事業計画

の策定セミナー、消費税軽減税率セミナー、創業塾、経

営革新セミナー、事業承継セミナー、インボイス制度セ

ミナー、電子帳簿保存法セミナー、財務会計セミナー等

多岐に渡り、好評を博している。 
 

 

電子帳簿保存法改正の 
～概要と対応ポイント～ 

 


